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第４次 泉南市子どもの権利条例委員会報告 

  

泉南市子どもの権利条例委員会は、泉南市子どもの権利に関する条例（平成 24 年 10 月制定。以下、

「条例」と略します。）第 16 条第 4 項に基づき、市長に対して本報告を行います。 

 

同条は、「条例の運営状況」と「条例に基づく事業等の実施状況」について、これを定期的に検証する

ことを市に課しています。本報告は、その市の検証に資するため、私たち市民と外部有識者による 5 名

の委員が、本年 7 月から都合 5 回にわたり鋭意検討を重ねてきた結論であります。 

本委員会の市長への報告は、2014（平成 26）年 4 月に第 1 回（第 1 次）を行い、同年 12 月には第 2

回（第 2 次）を行いました。それらを踏まえ、2015 年 11 月には第 3 次の報告を行いました。 

 

そこで、本委員会の審議は、これら 3 次にわたる報告の内容を改めて振り返り、それらがこの 2 年余

の期間に、どのように具体化されてきたか、またどんな課題があるのか、検証する観点から行いました。 

条例第 16 条は「条例の実施に関する検証と公表」を定める中で、第 5 項において「市長は、前項に

より受けた報告等を広く市民等に公表するとともに、その内容を検討し、これを市の子ども施策等に活

かすものとします。」としています。すなわち同条は、本委員会の報告の「公表」、報告内容の「検討」、

その施策等への「活用」、この三つを課しています。 

そこで、本委員会が審議の中で特に留意したことは、これまでの 3 次にわたる市長報告を受けて市の

実施機関では、この第 16条第 5 項に基づく取り組みがどのように行われてきたかという点にあります。 

 

これに基づいて、昨年度は全庁的な推進体制を図るための子どもの権利推進本部が設置され、また市

民モニター制度の最初の会議が子どもを含む市民の参加により開催されました。これらは、既に継続的

な取り組みが進められている「せんなん子ども会議」等とともに、条例実施の積極的な取り組みとして

大いに評価されるところです。他方、その他のいくつかの重要事項（例えば第 3 次報告で取り上げた「『子

どもにやさしいまち』を推進する 5 つの検証軸」や「子どもの相談・救済の仕組みづくり」等々）につ

いては、「公表」、「検討」、「活用」が未だ十分な状態にあるとは捉えきれませんでした。 

 

以上の経過を踏まえ、「子どもにやさしいまち」のより一層の実現に向け、子どもの権利条例第 16 条

第 5 項に基づき、本報告の積極的な活用を図られますよう、心より期待するものであります。  
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記 

 

 

第４次 泉南市子どもの権利条例委員会報告（目 次） 

 

 

報告事項Ⅰ:「子どもにやさしいまち」を実現するための子どもの権利条例の運営状況 

 

１．子どもの権利条例を推進する市の体制について 

――「泉南市子どもの権利推進本部」の役割・機能のより一層の充実・発揮を 

 

２．「泉南市子ども・子育て支援事業計画」について 

      ――「子どもにやさしいまち」を具体化する５ヵ年計画として着実な実施を 

   

３．子どもの権利条例に基づく子どもの相談・救済の仕組みづくりについて 

――第６条（子どもの相談と救済）に基づく現状制度の検証と新たな仕組みの検討を 

   

  ４．泉南市の子どもたちの現状について 

   ――「子どもにやさしいまち」の建設と検証のための白書づくりを 

 

 

報告事項Ⅱ: 子どもの権利条例に基づく事業等の実施状況 

             

 １．平成 28(2016)年度において実施または既実施の事業等 

      

２．平成 28(2016)年度において次年度以降の実施が確実に予定されている事業等 

      

３．平成 28(2016)年度において実施未定の事業等 

 

 

関係資料:   

・泉南市子どもの権利に関する条例市民モニター制度要綱 

・泉南市子どもの権利に関する条例市民モニター会議報告書 

     ・泉南市子どもの権利条例委員会開催の概要  

        ・泉南市子どもの権利条例委員会の名簿 
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報告事項Ⅰ 

 

「子どもにやさしいまち」を実現するための子どもの権利条例の運営状況 

 

 

 

１．子どもの権利条例を推進する市の体制について 

――「泉南市子どもの権利推進本部」の役割・機能のより一層の充実・発揮を 

 

 

昨年 10 月に制定された「泉南市子どもの権利に関する施策推進本部の設置及び運営に関する規程」

は、その第 1 条で、子どもの権利推進本部（以下「推進本部」と略します。）の目的を「子どもにやさ

しいまちの形成に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため」と定めています。 

そして第 2 条は、推進本部の所掌事項を 3 項にわたって定めています。その第 1 項は「施策の総合的

かつ効果的な企画及び推進」、第 2 項は「施策に係る関係部局間の連絡調整」、第 3 項は「その他子ども

にやさしいまちの形成に関する施策に係る重要なこと」とあります。 

「子どもにやさしいまち」を具体的に実現していくための全庁的な組織として、このような推進本部

が設置されたことは、とりわけ地方自治体における子ども政策には総合的な施策展開が重要であるだけ

に、高く評価されるところであり、市民の注目と期待が寄せられるところといえます。 

しかしながら、設置されて 1 年という現状もあり、未だ十分な役割・機能の発揮が認められる状況と

はいえず、そこで本委員会は、とくに次の諸点を推進本部の主たる機能・役割として提案します。 

 

（１）推進本部のもとに総合的で効果的な企画と推進のための作業部会の設置を 

 本委員会は前回報告において、「子どもにやさしいまち」を推進する検証軸として、条例に基づいて５

項目（子どもの安全・安心、意見表明・参加、居場所、子どもの権利学習、子ども施策の検証と広報・

啓発）を提示し、これらの検証を主として子どもの権利推進本部が担うものとして期待を表明しました。 

そこで推進本部には、この５項目に基づく子ども施策の検証とともにそれを踏まえた企画・提案等に

当たる作業部会もしくはプロジェクト・チームを設けることが、その役割・機能の充実・発揮を図るう

えで、不可欠なものと考えます。 

例えば、次のような作業部会の設置が考えられます。 

 

① 子どもが安全で安心して暮らせるまちをめざす作業部会      

② 子どもの参加と意見表明を大切にするまちをめざす作業部会 

③ 子どもの居場所づくりを推進する作業部会  

④ 条例の広報・啓発と子どもの権利学習を推進する作業部会 

 

これら作業部会では、条例で定められているにもかかわらず未だ具体化されていない諸施策、例えば

「せんなん子ども支援ネットワーク」（11 条）、「施設等における子どもの安全」（12 条）、「災害時にお

ける子どもの安全」（13 条）などについても、その具体化に向けた取り組みが期待されます。 
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（２）条例の実施・推進を市民等に広報・公表する媒体や仕組みの一層の充実を 

条例第 16 条は「条例の実施に関する検証と公表」を定める中で、第 5 項において「市長は、前項に

より受けた報告等を広く市民等に公表するとともに、その内容を検討し、これを市の子ども施策等に活

かすものとします。」としています。すなわち同条は、本委員会の報告の「公表」、報告内容の「検討」、

その施策等への「活用」、この三つを市長に課しています。 

これは、もとより条例第 15 条（条例の実施と広報）が、第１項で市に課している実施義務「市は、

この条例の目的を達成するために、総合的かつ計画的に、この条例を実施するものとします」、そして第

２項で市に課している広報義務「市は、この条例の内容及び前項に定める実施に係る計画等について、

これを市民等に広く知らせなければなりません」に基づくものです。 

したがって、条例第 16 条が定める「公表」、「検討」、「活用」は、条例第 15 条が定める市の実施義務

および市の広報義務に基づくものであり、その着実な履行を図るうえでは、推進本部の役割・機能がき

わめて重要なものになるといわねばなりません。 

前項で述べた作業部会は、そのような役割・機能を具体的に担う組織となるわけですが、中でも、と

りわけ「広報」と「公表」は、泉南市の子ども施策の取り組みを、子どもを含む市民等に広く発信する

ことを通して、「子どもにやさしいまち」を実現していく市民等とのパートナーシップを醸成しようとす

るものであり、また子どもたち自身のエンパワメントを支援するものでもあります。 

そこで、条例第 15 条および第 16 条に基づく「広報」と「公表」の一層の整備充実を図るために、と

くに次のような取り組みが必要なものと考えます。 

 

① 市のホームページの中に「子どもの権利条例」に関する常設サイトを設け、本委員会の報告、推

進本部の取り組み、せんなん子ども会議（条例第５条）、市民モニター制度（条例第 16 条 3 項）そ

の他条例に基づくさまざまな施策や試みについて、だれでもいつでも閲覧することのできる仕組み

や媒体を整備することが必要です。 

② 上記①とあいまって、市の広報紙においても、「子どもの権利条例」に関する広報を計画的・継続

的に実施するとともに、その広報が、泉南市子どもの権利の日（第 14 条）、子どもの権利に関する

学習と教育（第 8 条）、親その他の保護者の支援（第９条）、子ども施設職員の支援（第 10 条）な

ど、条例が定める諸施策との相乗的な効果を期して実施できるようにすることが必要です。 

③ 条例第 8 条は、子どもの権利に関する学習と教育について、これを市職員・子ども施設職員を対

象として計画的に実施することを市に義務付ける（第１項）とともに、とくに学校等の子ども施設

では「教育課程等に位置づけて実施するもの」と義務付けています（第 2 項）。こうした条例の規

定が、市職員、子ども施設職員（保育所職員や学校教職員等）および学校等の子どもたちを対象と

して具体的かつ有効に、そして継続的・計画的に確保されるよう、必要な「広報」と「公表」の取

り組みが必要です。 

④ 前 3 項の取り組みを建設的に検証するとともに実効あるものとして発展させていくための重要な

手掛かりとして、この条例および子どもの権利条約に関する、子ども、子ども施設の職員、市の職

員、市民等における認知状況について、これを定期的に調査し公表することが必要です。 

 

（３）子どもの権利条例市民モニター制度の積極的な活用を 

条例第 16 条は第 3 項で「市は、広く子ども及び市民等から意見、提案を募る子どもの権利条例市民

モニター制度を設けます」と定め、これを受けて続く第４項は、本委員会と市民モニターとが相互に協
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力連携して条例の運営状況を検証するための活動を行うことを定めています。 

これに基づいて本年 3 月、子どもを含む市民から成る市民モニター会議の 1 回目が開催され、本委員

会も参加して条例の実施の経過等について報告するとともに、「子どもにやさしいまち」の実現に向けて

意見交流の機会を持ちました。総じて、市民モニターの意見は、条例の一層の普及により「子どもにや

さしいまち」の積極的な実現を求めるものでありました。もとより本報告は、その際に市民モニターの

皆さんから寄せられた意見等をも反映させた内容となっています。 

そこで、市民モニター制度のより積極的な活用に向けて、さらに今後の取り組みが期待されます。 

 

① 市民モニターの任期は単年度に限らず、むしろ複数年度にわたってモニターを務めることができ

るようにすることが必要です。そうするによって、条例に精通した、確かな検証と評価の視点を持

つモニターの活動が、期待されるものとなります。 

② 初年度のモニター会議は 1 回のみの開催となりましたが、今後においては、前項の複数年度の任

期と併せて、可能なかぎり単年度に複数回のモニター会議（研修・学習等を含め）を開催するなど

して、条例が定める役割を十全に発揮できるようにすることが望まれます。 

③ 条例第 16 条第 3 項は、「市は、広く子ども及び市民等から意見、提案を募る」としています。つ

まり、市民モニターは同条第 4 項により条例委員会と連携・協力するだけでなく、市が直接的に市

民モニターから意見や提案を募ることも定めています。したがって、とくに推進本部においては、

同条第 3 項に基づく、市民モニター制度の積極的な活用を図ることが求められます。 

 

（４）条例の着実な施行を担保する規則等の整備とファシリテーター等の人材確保を 

この条例は、従来の縦割り行政を超えて、子ども施策を子どもの権利の視点に立って、総合的な行政

（とりわけ子どもにかかわる教育と福祉の横断的な連携による総合化など）として展開しようとすると

ころに特質があります。したがって、国から縦割りで降りてくる子ども施策（例えばいじめ対策や子ど

もの貧困対策など）を、自治体独自の積極的な施策・政策の中に可能な限り位置づけて、それらを横断

的に結び付けて総合的に実施することにより、子どものニーズや実態に応じた、より実効性の高い（す

なわち子どもに確かに届けることのできる、また子ども自身にも活用することのできる）施策・政策と

して展開していくことができるものと期待されます。 

そのような総合的な子ども施策の企画や推進、そのための関係部局間の連絡調整などを担うのが推進

本部ですが、この期待される役割や機能を推進本部が十分に発揮していくためには、この条例を着実に

実施していくための手続き等を定める「条例施行規則」、さらにその規則に基づく詳細手続きや方法、留

意事項等を明文化する「要綱」といった、法制度の体系的な整備が必要になってきます。既に個々に制

定した規則等も条例施行規則等として一体的に整理し、さらに必要な規定事項を盛り込み、体系化する

ことが妥当といえます。このような「泉南市子どもの権利に関する条例」を基盤とした子ども施策の体

系化を可能なかぎり追求することによって、例えばいじめ対策や貧困対策などについても、子どもと地

域の実態に即した、地方自治としての施策の総合化を図ることが可能だと考えられます。 

また、こうした子ども施策の総合的な展開を図る推進本部には、その事務局の役割が重要になってき

ます。とりわけ、この条例は泉南市が地方自治法に基づいて独自に制定したものであるだけに、この条

例の法制度上の意義と効果的な運営に十分に精通したスタッフが必要です。条例が定める子どもの権利

や「子どもにやさしいまち」について必要な知識や知見を持ち、子ども会議や市民モニターなど子ども

を含む市民とのパートナーシップの実践的な経験を有するスタッフです。そこで、これまでこの条例の

検討や制定、実施や運営等に携わってきた職員とその知識・経験を、条例の事務局のボランタリーなフ
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ァシリテーター・スタッフとして積極的に活用していくことが考えられます。 

 

① 条例の着実な実施のための手続き等を定める施行規則、それに基づく詳細手続きや方法、留意事

項等を明文化する要綱など、条例を効果的に実施するための法制度の体系的な整備が必要です。 

②  条例に基づく「子どもにやさしいまち」の継続的で発展的な取り組みを図るためには、この条

例の検討や制定、実施や運営等に携わってきた職員の知識と経験を積極的に活用することが肝要

です。そこで今後そうした職員には、異動や退職の後においても条例の事務局のボランタリーな

ファシリテーター・スタッフとして、あるいはプロジェクト・チームの一員としての位置づけな

ども視野に入れながら、可能な範囲の役割や活動を担ってもらうことが期待されます。 

 

 

 

２．「泉南市子ども・子育て支援事業計画」について 

 ――「子どもにやさしいまち」を具体化する５ヵ年計画として着実な実施を 

 

 

泉南市は、平成 27 年度からの 5 ヵ年計画として「泉南市子ども・子育て支援事業計画」（以下「子ど

も計画」と略します。）を策定し、昨年 3 月に公表しました。この計画は、国の「子ども・子育て支援

法」（平成 24 年 8 月公布）とともに、この条例（泉南市子どもの権利に関する条例）に基づくものであ

り、「子どもにやさしいまち」を具体的に推進するための計画として評価されます。 

とりわけ、この計画では、従前の次世代育成支援対策地域行動計画の基本理念を引き継ぐにとどまら

ず、条例に則って子どもの権利の視点から、計画の「基本理念」とこれを具体化するための「基本的な

視点」（「すべての子どもの人権を保障すること」など）が定められています。そして、これらの「基本

理念」および「基本的な視点」に支えられる「基本目標」として次の４項目が位置づけられ、各項目に

対応する「基本施策」が設定されています。 

 

 Ⅰ すこやかに生み、育てる環境づくり      Ⅱ 子育て家庭を支援する仕組みづくり 

 Ⅲ 豊かな子ども時代をすごすための社会づくり  Ⅳ 安全・安心のまちづくり 

 

これらはいずれも「子どもにやさしいまち」に不可欠な内容であり、その実現をめざす子ども計画は、

まさに条例が目的とする「子どもにやさしいまち」の実現へと向かうための 5 ヵ年計画として、着実な

実施が期待されます。 

 

子どもの権利推進本部のもとで総合的な子ども施策の積極的な展開を 

子ども・子育て支援計画では、その実施の検証と推進のために「泉南市少子化対策推進本部」を置く

こととされています。他方、既述の通り条例に基づく全庁的な推進組織としては「泉南市子どもの権利

推進本部」が設置されています。そして、この二つの組織は同一のメンバーによって構成されています。 

上述したたように、子ども支援計画は、条例が定める子どもの権利の視点に立脚した内容となってい

ますから、二つの推進本部は一体的な役割・機能の発揮が可能であり、期待されるところであります。

また、今日において地方自治体が取り組まねばならない子ども施策は、「虐待」や「いじめ」、「子どもの

貧困」などの諸課題に見られるように、単に少子化対策や親の子育て支援にとどまるものではなく、子
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どもの権利の視点から、子ども自身に届けることのできる、子どもの育ちそのものへの積極的な支援が

求められています。そこで本委員会は、子ども計画の推進について次の諸点を提案します。 

 

① 今後可能な段階で、子どもの権利推進本部に少子化対策推進本部を統合することによって、泉南市

の総合的な子ども施策・政策の推進に関する全庁的なコンセンサスを確立し、より実効性の高い全庁

的な取り組みを図ることが肝要です。 

② 地方自治における子ども施策の基本的な機能・役割の理解と認識を全庁的に共有し、きびしい財政

状況をも視野に入れつつ創意工夫して、子ども計画の 4 つの基本目標を着実に達成してく観点から、

とくに子ども計画の実施の検証と評価は、推進本部の作業部会で行うことが有効と考えます。 

 

 

 

３．子どもの権利条例に基づく子どもの相談・救済の仕組みづくりについて 

――第６条（子どもの相談と救済）に基づく現状制度の検証と新たな仕組みの検討を 

 

 

 「泉南市子ども・子育て支援事業計画」の 78 頁には、４つ目の基本目標「Ⅳ 安全・安心のまちづ

くり」に係る実施事業の第一として、「子どもの権利擁護システムの整備」が掲げられています。その事

業名は「子どもオンブズパーソン制度の研究」と明示され、事業内容では「子どもの権利侵害に対する

救済のしくみとしての子どもオンブズパーソン制度について研究します。」と述べられています。また、

本委員会においても、こうした課題について、前々回（第 2 次）の市長報告において、さらに前回（第

３次）の市長報告においても、取り上げてきました。とくに前回の市長報告では、子どもとともに日々

を暮らす市民の視点から、また有識者・研究者の専門的な見地から、各委員の所見としても「子どもの

相談・救済の仕組みづくり」の必要性を訴えました。 

 しかしながら、そうした本委員会の報告が市の機関においてどのように検討されてきたのか、市とし

て、条例が定める子どもの相談・救済の仕組みづくりに関する課題に対して今後どのように応えていく

のか、残念ながら、現時点においては未だ見えるものとはなっていません。 

  

現状制度の検証と新たな仕組みづくりを進める施策・制度の具体化を 

したがって、本委員会は、子ども計画に明示されている「子どもの権利擁護システムの整備」および

本委員会が提案してきた「子どもの相談・救済の仕組みづくり」に関係して、第一には、子どもの相談・

救済（子どもの権利擁護システム）に関する現状制度についての検証を速やかに行うこと、第二には、

その検証を踏まえて、例えば子どもオンブズパーソン制度など新たな仕組みづくりを進める施策・制度

の具体化を図るべく検討に着手すること、この二つを心から期待するものです。 

そこで、そうした市の取り組みに資する観点から、条例第６条「子どもの相談と救済」の意義と解釈

について、第３次報告における所見を改めて以下に申し述べます。 

 

第 6 条の第１項は、「子どもは、いじめや虐待、体罰その他の人権侵害を受けたとき、または受けそう

な状況に置かれたとき、自己の権利として、その子ども自身が必要としている相談と救済を受けること

ができます。」と定めています。ここで重要なことは、「相談と救済」が、一体的に連動する子どもへの

支援として位置づけられていることです。これは、子どもにとって相談すること・話を聴いてもらうこ
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とは、それ自体が「救済」の意味をもつからです。自分の思いや意見が傾聴され、尊重されることによ

って、子どもは問題の解決の主体として、自分を捉えなおすことができます。つまり「救済」とは、そ

のように自己の主体が尊重される関係の中で、自己の主体を回復していくところに成り立つのです。 

したがって、第６条が定める「相談と救済」は、おとなの思惑や都合で子どもに話をさせたり、おと

なの考える“解決”を子どもに一方的にあてがったり、といったことではありません。私たちおとなは、

子どもがＳＯＳを発したとき、往々にして「解決してあげるから、おとなに任せておきなさい」などと、

いいたくなることがあります。そうやって、おとなが動いた方が手っ取り早いし、おとなの権威を示す

こともできそうだからです。しかしそれは、「子どもには何もできないから、おとなのいうことをききな

いさい」というメッセージを子どもに伝えているともいえます。とすれば、子どもは問題の打開や解決

に参加する主体としての自分を回復することができず、むしろ自己否定感をさえ深めます。そうやって

一方的に与えられた“解決”は、じつは子どもにとっての救済にはならないのです。それゆえ、子ども

の「相談と救済」は、当事者の子どもの「自己の権利として」という基盤が、きわめて重要になってく

るのです。いうまでもなく、こうした「相談と救済」を子どもに提供するためには、そのための専門性

と独立性、そして権限が、提供する側において必要不可欠なものとなってきます。 

つづく第６条の第２項は、こうした「相談と救済」を「子どもが享受することができるよう」「市は、

必要な仕組みを整えます。」と定めています。では、そのような仕組みが現在の泉南市で整えられている

のかどうか――本委員会が現在まで検討する限りでは、未だ整備されているとはいえません。 

この整備には、既設の相談窓口を改編することも考えられますが、上で触れたように、新たに子ども

オンブズパーソン制度など「子どものための公的第三者機関」を設置することも考えられます。いずれ

の場合でも、国連子どもの権利委員会の定義に基づけば、少なくとも三つの要件が満たされた仕組みで

なければなりません。すなわち、第一に子どもの固有性に対応できる専門性、第二に子どもの最善の利

益のみに関心を持つ独立性、そして第三に必要な調整や調査、意見表明・勧告や公表等の権限です。 

 

以上を踏まえ本委員会は、「子どもの権利擁護システムの整備」および「子どもの相談・救済の仕組み

づくり」について、とくに次の諸点を提案します。 

 

① 泉南市の「子どもの権利擁護システム」および「子どもの相談・救済の仕組み」の現状について、

とりわけその機能や役割、効果や成果、また課題や懸念事項等について、条例第 6 条に基づいて、速

やかに検証するとともに、その内容の充足を図るための検討を行うことが必要です。 

② 前項の検証および検討に際しては、いじめ防止対策推進法とそれに基づくいじめ防止対策推進基本

方針その他関連法規等をも踏まえ、必要な仕組みづくりが進められてきたかについても、併せて検証・

検討することが必要です。 

③ 前々項の検証および検討は、「子どもにやさしいまち」をめざす条例（とりわけ第 6 条、第 16 条、

第 17 条）に忠実に基づいて、子どもを含む市民等に広く公表することが必要です。 

④ 本年度からは、市長の発案による「市長・教育長への手紙」制度が実施され、泉南市における「子

どもの権利擁護システム」および「子どもの相談・救済の仕組み」の一環として積極的な意義が認め

られます。 

⑤ 今後は、「市長・教育長への手紙」制度も含め、条例第６条に基づく市の制度として、相談、調整、

調査などの諸機能の整備・充実、とりわけ、これまでにも提言してきたオンブズパーソン制度など、

子どものための第三者機関の整備･充実を速やかに図ることが不可欠です。 
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４．泉南市の子どもたちの現状について 

――「子どもにやさしいまち」の建設と検証のための白書づくりを 

 

 

 「泉南市子どもの権利に関する条例」（2012 年 10 月）が施行されて４年目、いろいろな意義ある

子ども施策が少しずつ進んできています。その中で新たな子ども・子育て支援新制度もスタートしてい

ます。泉南市においても、「子ども・子育て支援事業計画」（2015～2019 年度）として、全庁的に子ど

も支援、子育て支援に関する 216 の施策が組まれ、「子どもにやさしいまち」をめざして取り組んでい

くとされています。大いに期待したいところです。 

こうした中で、子ども施策にかかわる地方自治体の役割と責任、とりわけ子どもたちの現状や実態に

根差した自治体としての主体的な施策の推進が、一層重要なものとなりつつあります。そこで、本委員

会の審議を進める中では、泉南市の子どもたちの現状は、いまどのような状況にあるのだろうか？ 私た

ち自身、必要な把握・共有ができているだろうか？ との思いが深くなりました。 

 

（１）「子どもにやさしいまち」への変化が見えにくい現状 

上述の通り、泉南市ではいろいろな意義ある子ども施策が少しずつ進んできています。しかしながら、

それらが子ども施策として総合され、泉南市全体として「子どもにやさしいまち」づくりが進んでいく

のだという、確かな手応えがなかなか感じられない、もどかしさも感じるのです。なぜなのでしょうか。 

本条例が施行される前から、さまざまな子どもにかかわる施策が進められてきました。児童虐待防止、

人権教育、子育て支援、障害児施策など、泉南市は積極的に取り組んできた自治体のひとつだと思われ

ます。その上に立って、これらの施策について、子ども自身は知っているのだろうか？ 子どもはどのよ

うに感じているのだろうか？ 子どもの意見を聴いたことがあるのだろうか？ と問うてみると、さまざ

まな課題が見えてくるのではないでしょうか。 

つまり、子ども施策が、一般の市民から見て、中でもとりわけ当の子どもたち自身にとって、見えに

くく、わかりにくく、あまり身近には感じられない、という現状があるといえます。 

 

（２）子どものホンネの現状を知る仕組みづくりを 

子ども施策は、子どもの現状を知り、現状から課題を探り、その課題を解決するために必要なことは

何かと考えて進められていきます。では、子どもの現状はどのようにしてつかむのでしょうか。出生数、

18 歳未満人口、外国籍児童数、一世帯あたりの子ども数、保護者の就業形態、不登校児数、長期欠席児

数、高校・大学進学率、子どもの貧困率、学力調査、児童虐待相談件数、いじめ相談件数、教育相談件

数、児童館数、公園面積･･･等々のデーターが思い起こされます。こうしたデーターは、大きな現状をつ

かむために大変重要であり、既に、行政の担当部局でまとめられています。けれども、ここからは個々

の具体的な子どもの姿は見えてきません。 

 一方で、市民や地域は、身近な個々の子どもの現状を知っています。けれども、その現状は断片的で

あり、独善や偏見に陥らずに、そこから課題を探るには、子どものホンネの現状を知る一定の仕組みが

必要だと思われます。そこで泉南市においては、子どものホンネの現状と出会う、いくつかの取り組み

が始まっています。「子ども・子育て支援事業計画」策定に際して、小５～中３年生の子どもを対象に実

施された「子どもの生活に関するアンケート」（2014 年 1 月）、本条例に基づいて実施されている「せ

んなん子ども会議」（2012 年度～）、「市民モニター制度」（2015 年度～）、さらに、今年度は単年度事業

として「キッズカフェ」（2016 年 11 月）も取り組まれました。 
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 「子どもの生活に関するアンケート」で「おとなに心がけてほしいこと」の上位は、①自分のことは

自分で決めさせてほしい、②友だちや兄弟姉妹と比べないでほしい、③決まりや約束事を一方的に押し

付けないでほしい、④話をもっと真剣に聞いてほしい、でした。自分のことを信頼して、自分に耳を傾

けてほしい、という子どもの切実な気もちが見えてきます。「せんなん子ども会議」「市民モニター制度」

「キッズカフェ」等の報告から、気づかされたことがあります。それは、子どもを尊重し、子どもの言

葉や子どもが動き出すときを待ちながら、子どもといっしょに考えていこうとするおとながいるならば、

子どもたちは安心して自信を取り戻し、表情が変わり、さまざまなコミュニケーションや活動を自分た

ちから創りだしていくことができる、ということです。これらの子どもからの発信は、おとなだけで考

えて袋小路に迷い込んでしまっている状況を打破する力にもなるのです。 

子どもの貧困が問題になり、三度の食事を満足に取れない子どもの現状から、地域の子ども食堂や学

校給食がクローズアップされています。泉南市では、今年度から中学校給食が始まりました。給食実施

により子どもの生活がどう変わったのか、中学生自身が給食制度についてどのように考えているのか、

ぜひ知りたいところです。子どもたちが参加することにより、その施策は、子どもたちにとってより身

近なものになるでしょう。 

 

（３）子どもの声を届ける「白書」づくりを 

子どもの相談・救済の仕組みづくりが課題となっています。「子どもの生活に関するアンケート」では、

「悩んでいること」という問いに対する回答は、多い順にあげると、①勉強、②性格やクセ、③将来や

進路、です。「悩み事の相談先」は、小学生では、①母親、②友だち、③誰にも言わない、中学生では、

①友だち、②誰にも言わない、③母親、でした。その中で、「相談したくない」という回答は小中学生と

もに１割に達していました。こうした子どもの現実は少数であればあるほど、孤立感がより深く、より

深刻なものとなります。子どもたちの悩みは、おとなには聞こえてこない現状にあることがわかります。

子ども施策の検討は、子どもの悩みから始めなければなりません。それにもかかわらず、行政にも学校

にも、子どもの悩みは届きにくいという現実があるのです。 

子どもが安心して自分の悩みを話せる場とはどんな場なのでしょうか。「せんなん子ども会議」の報告

に、定期的に集まって、話し合ったり、共同作業をしたり、遊んだりする中で、ポツリポツリと悩みを

語り始める子どもの姿がありました。子どものホンネの現状に触れるためにも、子どもの居場所づくり、

子どもの相談・救済の仕組みづくりが、特に重要な課題であることがわかります。 

子ども施策は、泉南に関係するすべての子どもたちが、「子どもにやさしいまち」を実感しているかど

うかを確認しながら進めていく必要があります。そのためには、子どものホンネに触れなければなりま

せん。そこで、本委員会は、多くの子どもたちのホンネと本当に困っている子どもたちのホンネに触れ

ることができる仕組みを多様につくり、そこで触れた子どもの声から子ども施策を検証していくことの

できる、「子ども白書」づくりを提言します。 

 

（４）子どもの現状を伝える市民モニターの声 

条例第 16条は、第 3項で「市は、広く子ども及び市民等から意見、提案を募る子どもの権利条例市民

モニター制度を設けます。」と定めています。この市民モニターの声は、市が子どもたちの現状を知り受

け止めるうえで、きわめて重要な手がかりとなるものです。また、同条の第 4項は本委員会が市民モニ

ターと協力・連携して条例の検証のための活動を行い、市長に報告すると定めています。そこで、2015

年度の第１回市民モニター会議において、子どもを含む市民モニターから表明された泉南市の子どもの

現状にかかわる意見等について、その概要をここに掲載したいと思います。 
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これらの声を通しても、泉南市の子どもたちの現状を受け止め共有し合うための白書づくり、すなわ

ち「子どもにやさしいまち」の建設と検証のための白書づくりの必要性が感じられます。 

 

① 子どもの意見表明・参加（第 4条）について市民モニターの声： 

○子どもと真面目に向き合うと、子どもの参加の重要性を感じる。話し合う機会をつくろう。 

・子ども会議は難しい会議じゃないよ。 

・子どもの意見を大切にする地域であってほしい。  

・子どもに聞かなければわからないなあと感じた。 

・生徒会はどのような活動をしていけばいいのだろうか。 

② 子どもの相談・救済（第 6条）について市民モニターの声： 

○子どもにとって敷居の低い相談窓口を考えなければ。 

・現状では相談する人はいない。 

・（既存の）相談機関には相談しない。 

③ 子どもの居場所（第 7条）について市民モニターの声: 

○居場所のイメージをもっと出し合おう。 

・自分自身が吹っ切れて、自分の意見を尊重できる場所（中学生） 

・おとなが考えていることと子どもが考えているものは同じなのか？ 

・貧困、不登校もあるが、みんながいつでも安心して集まれる場所を。 

・異年齢の子ども、子どもとおとながいっしょに遊ぶ場所を。 

・通学路に、世代を超えた交流（ 宿題の手伝い、相談、無駄話も可）ができる、誰でも来られる居

場所があれば。 

・公園が草ぼうぼうで遊べない。 

・放課後の学校、塾、図書館、公民館、友だちの家、公園、広場、海、川、コンビニ、駄菓子屋、

イオン、どれも条例第７条の内容にそぐわない現状。 

④ 子どもの権利学習・教育（第 8条）について市民モニターの声： 

○分からないことがいっぱい。学びたい。 

・この条例は生活の中でどう関わっているのか？ 

・意志はあるけど行動できないという意見も多い。 

・すべての学校で、年に１回は子どもの権利の授業を。 

・幸せって、やさしいって、権利ってどういうこと？ 

・いじめってなくなるのか？ 

・権利と自由は違う？ 

・意見表明権ってなに？ 

・権利があるなら、義務もあるのか。 

・条例は学校のルールとかにも反映されているのか？ 

・子どもにとって暮らしやすいまちとはどんなまち？ 

・子どもの権利ばかりでおとなはしんどくないか？ 

・子どもとおとなのすれ違いはたくさんあるだろう。何度も子どもとおとなとの話し合いを。 

⑤ 子どもの安心・安全について市民モニターの声： 

○地域からの声を聞くと課題がいろいろ見えてくる。 

・登下校中、外国の人が写真を撮っていて、怖くなったり、不安になったりする。 
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・子どもだけの留守番はかまわないのか？ 

・残念ながら、泉南市は他市に比べて自己肯定感が低いという調査結果がある。これは子ども本人

の問題ではなく、おとな社会のひずみ。 

⑥ 広報・啓発について市民モニターの声： 

○条例施行４年だけど、あまり知られていない。 

・条例をほとんどの子どもが知らない。 

・この条例を知らない人のほうが多い。 

・ママさんは広報を見ない、見られない！ 

・条例について説明した冊子がもっと目に触れるようにあれば。 

・小さい子どもにも知ってほしい。 

・学校のクラスに１枚ポスターを貼ってほしい。 

・子ども版の「広報せんなん」をつくろう。 

⑦ 条例の推進体制について市民モニターの声： 

○庁内の推進本部がスタートしたが、町全体の推進体制を考えよう。  

・条例ができて実際何が変わったのか？ 

・子どもの現状の情報が少ない。 

・子どもの現状を市はどのように把握しているのか？ 

・条例委員はどのように選ばれたのか？ 

・今活動しているボランティア団体の活動について知りたい。 

・市民モニターは市長さんとお話できないの？ 

・子どもの権利の日（11月 20日）の持ち方を考えよう。 

・子どもの権利の日の他校の取り組みを知りたい。 

・市民モニター制度ってなに？ 
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報告事項Ⅱ 

 

子どもの権利条例に基づく事業等の実施状況 

 

 

 

1． 平成 28（2016）年度において実施または既実施の事業等 

 

 事業等の名称 

(事業開始年度) 

【当初予算】 

根拠となる条例規定 

および関連する計画 
事業概要 実施機関の評価 

1 せんなん子ども 

会議 

2012 (平成 24)年 

11月 

【約 188,000円】 

 

 

子どもの権利に関する

条例 

第５条・第８条 

 

子ども・子育て支援事

業計画 

・市内小学 5年生から高校

3 年生までを対象に、毎月

1 回半日程度の会議を開催

する 

・子どもの権利学習及び、

泉南市のまちづくりにつ

いて考え、行動する 

・事務局や共催課が支援し

ながら、子どもが考えたイ

ベントやバスツアーを実

施する 

・年度末に市長報告を行う 

 

・H24，H25 年度は、子どもの権利に

ついての広報、H26、H27 年度は公園

プロジェクトとして 2 年継続の活動

を行った。H27年度は「空き缶ハロゥ

イン」を開催、当年度から大学生サポ

ーターが参加している。 

・H28は、住宅公園課と共催し公園プ

ロジェクトを継続し、「サザンぴあ子

どもアート」を 67 名の参加者と共に

開催した 

 

２ 泉南市子どもの 

権利の日 

2012 (平成 24)年度 

子どもの権利に関する

条例 

第 14 条・第 15 条 

・家庭や子ども施設が 11

月 20 日の「泉南市子ども

の権利の日」を意識するよ

う、市内の保育所(園)、幼

稚園、子ども園、小学校、

中学校、高等学校等、子ど

も施設の子どもへの啓発

チラシの配布等を行う 

・H27 年度は啓発用のグッズ配布や子

ども会議のロゴを作成するなど、身近

に感じられる広報の工夫が必要とい

う反省があった 

・Ｈ28 年度は人権推進課と人権擁護

委員の話し合いを経て、子どもの権利

に関する条例前文を印刷した用紙を

挟んだマスクを全中学生・4 中学校区

のフェスタ、子育てフォーラム、市民

啓発講座、子育て講座、養育支援会議

拡大研修会等で配布した 

・啓発グッズを庁内カウンターに設置

した 

・本庁玄関ロビーで子ども会議の様子
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を DVD で放映した 

・本庁市民課電光掲示板に泉南市子ど

もの権利に関する条例・前文を映した 

 

３ 子どもの権利に 

関する学習と 

教育 

2013 (平成 25)年度 

【60,000 円】 

子どもの権利に関する

条例 

第 8 条・第 10 条 

 

 

・学校園において毎年作成

する人権保育教育推進計

画に、子どもの権利学習を

位置付け実践する 

・年度末には、実施状況を把握するた

めに各学校ヒアリングを実施。年齢に

応じた取組みが必要である 

 

子どもの権利に関する

条例 第 9 条 

 

子ども・子育て支援事

業計画 

 

・ファミリーサポートセン

ター、赤ちゃん教室等を利

用して保護者を対象にし

た子ども(乳幼児)の権利に

関する研修を実施する 

 

・就学前の保護者を対象にした子ども

の権利についての学習は、継続して実

施している 

・学童期以降の保護者や市民対象の研

修等は計画的な実施が必要である 

・職員対象の研修等は計画的な実施が

必要である 子どもの権利に関する

条例 

第 15 条・第 16 条 

 

・庁内の全課を対象に条例

の研修会を実施(予定) 

子どもの権利に関する

条例 第 15 条 

 

・庁内の全課を対象に条例

の説明を実施、事業シート

の記入の依頼を行なった 

 

４ 子どもの権利 

条例委員会 

2013 (平成 25)年度 

【262,500 円】 

子どもの権利に関する

条例 第 16 条 

 

子どもの権利条例委員

会規則 

・条例第 16 条第 1 項の市

が行う検証に資するため、

条例の運営状況及び条例

に基づく事業等の実施状

況について、評価、審議そ

の他の検証にあたる 

 

・泉南市子どもの権利に関する条例を

どのように施策に活かしていくのか、

報告書に基づき全庁的に未実施事業

に取組むことが必要である 

 

５ 泉南市子どもの

権利に関する 

施策推進本部会 

2015 (平成 27)年度 

子どもの権利に関する

条例 第 15 条 

 

泉南市子どもの権利に

関する施策推進本部の

設置及び運営に関する

規程  

 

・条例に基づいた「子ども

にやさしいまち」の形成に

関する施策の円滑かつ効

果的な推進を図る 

・H27 年度は、2 回の会議を開催し、

条例の推進力になるよう推進本部へ

の情報提供を行う 

・推進本部会議に基づき、各課への説

明会が実施できたことは大きい 
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６ 市民モニター 

制度 

2015 (平成 27)年度 

 

子どもの権利に関する

条例 

第 8 条・第 16 条 

 

市民モニター制度要項 

・条例第 16 条 3 項の規定

により、権利条例委員会と

相互に協力および連携し

て、条例の運営状況を検証

するための活動を行う 

 

・子ども委員以外の子どもや条例委員

会の委員以外のおとながモニターに

なることで、子どもの権利についての

理解者が増え、推進する力になる 

 

７ 泉南市子どもの

権利に関する 

事業の整理 

2015 (平成 27)年度 

 

子どもの権利に関する

条例 第 15 条 

・条例の目的を達成するた

めに、総合的かつ計画的に

実施するための事業の把

握を行う 

・子どもに関する様々な事業と子ども

の権利条例との関連を整理すること

ができた 

 

 

 

2．平成 28（2016）年度において次年度以降の実施が確実に予定されている事業等 

 

 事業等の名称 

(事業開始年度) 

根拠となる条例規定 

および関連する計画 
事業概要 実施機関が期待する効果等 

１ 子どもワークシ

ョップ推進事業

（RE：プログラム

「いじめ」ちょっと

でもなくしたい） 

2015 (平成 27)年度 

 

子どもの権利に関する

条例 

第 4 条・第 6 条・ 

第 8 条・第 15 条 

 

・条例に基づいた「子ども

にやさしいまち」の形成に

関する事業として行い、子

どもの権利学習の内容も

盛り込む 

・いじめなどの悩み解決に

向けていじめのない学校

づくり、人と人とがつなが

り合える社会を目指すこ

とを目的とする 

 

・H28 年度は市内全中学校で実施し

た。外部講師だからこそ小学校時代の

つらかった思いを話すことができた

生徒がいた。生徒が相談しやすい環境

について考えるきっかけとなった。 

 

２ キッズカフェ 

講座 

2016(平成 28)年度 

 

子どもの権利に関する

条例 第 4 条・ 

第 7 条・第８条 

・子どもが店員になって調

理や接客、お店の飾りつけ

等を楽しみながら、人との

出会いや子ども同士の関

係を築けるような活動を

行う 

 

・休息と余暇、遊び、学び、文化的な

生活に参加し、そのために必要な居場

所や環境の提供を受けることができ

る 
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3．平成 28（2016）年度において実施未定の事業等 

 

事業等の名称 
根拠となる条例規定 

および関連する計画 

相談と救済についての仕組みの再検討 子どもの権利に関する条例第  6 条 

居場所の指針の策定 子どもの権利に関する条例第  7 条 

せんなん子ども支援ネットワークの設置 子どもの権利に関する条例第 11 条 

安全委員会の設置 子どもの権利に関する条例第 12 条 
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関係資料 

 

 

子どもの権利に関する条例市民モニター制度要綱 

○子どもの権利に関する条例市民モニター制度要綱 

平成 28年 1月 23日 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、泉南市子どもの権利に関する条例（平成 24年泉南市条例第 26号）第 16条 3項の

規定により設ける子どもの権利条例市民モニター制度に関し必要な事項を定めます。 

 

（所掌事務） 

第２条 市民モニターは、条例第 16条第 4項に規定するように、権利条例委員会と相互に協力および連

携して、この条例の運営状況を検証するための活動を行います。 

 

（委員） 

第３条 市民モニターは、子ども市民モニター8名、一般市民モニター8名程度とします。 

２．市民モニターは、幅広く子ども・市民の参加を想定する意味で、地域・性別・年齢などを考慮して

公募し、市長が委嘱するものとします。 

 

（活動） 

第４条 市民モニターが行う検証内容、回数は、子どもの権利条例委員会が決定し、事務局より依頼し

ます。 

２．その他、事務局より依頼された内容を検証する場合もあります。 

３．検証するための活動は、個人の立場で行います。 

４．市民モニターの研修会等に参加するなど、子どもの権利に関する条例の推進に努めます。 

 

（庶務） 

第５条 市民モニター制度の庶務は、人権推進課において処理します。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年１月２３日から施行します。 
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泉南市子どもの権利に関する条例 

市民モニター会議 報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 
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平成 27 年度 

泉南市子どもの権利に関する条例市民モニター会議について 
 

【市民モニターの役割】  

子どもの権利条例市民モニター制度とは、泉南市子どもの権利に関する条例（平成 24年泉南

市条例第 26号）第 16条 3項の規定により、本市における子どもの最善の利益の具体的な実現

に貢献していくことができるよう、権利条例委員会と相互に協力及び連携して、この条例の運

営状況を検証するための活動を行います。 

 

【市民モニターに委嘱】 

市民モニターは、幅広く子ども・市民の参加を想定する意味で、地域・性別・年齢などを

考慮し、公募いたしました。（広報せんなん 10月号に掲載／募集期間：平成 27年 10月 1日

から 11月 10日まで）子どもモニターについては、応募がなかったため、各中学校の生徒会

に依頼し推薦された子どもたちです。その結果、子ども市民モニター8 名・一般市民モニタ

ー9名に委任しました。 

 

【平成 27年度の活動】 

  １．日 時：平成 28年 1月 23日（土）午後 1時～午後 3時 

２．場 所：泉南市人権ふれあいセンター2階 大会議室 

３．内 容：＊委嘱式 

＊泉南市子どもの権利に関する条例市民モニター制度の意義と役割 

１）アイスブレイキング（参加者相互紹介等） 

２）泉南市子どもの権利に関する条例について 

３）第 1期市民モニターの活動について 

４）グループワーク 

条例について聞きたいこと・知りたいこと 

  条例について考えたいこと・大切にしたいこと 

  条例について伝えたいこと・分かちあいたいこと…など 

＊事務連絡 

４．当日出席者：子ども市民モニター6名（2名欠席）、一般市民モニター9名 

権利条例委員：5名、事務局：人権推進課・人権教育課 

 

  ５．市民モニターとしての感想提出 

            2月 20日まで 

 

 ※この報告書は、４）グループワークの内容と ５．市民モニターの感想を記載しています。 
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【子ども市民モニター】（学年：中学 2年生） 

 

 

 

 

 

泉南市には子どもの権利に関する条例があると初めて知り、少しうれしかったです。この条例の

事を周りの人たちにも伝えていきたいと思いました。僕は子どもの居場所と聞いてパッとは思いつ

きませんでしたが、それを見つけていけたら良いと思いました。 

西信中は生徒会の活動として、いじめをしないと一人一人宣言するということをしているそうな

ので一丘の生徒会でもしていきたいなと思った。大人と子どもで話し合うことによってズレが解消

していけるし、いろいろな視点から物事を見ることができるから続けていくべきだと思う。 

子どもの権利条例をどう知らせていくかが一番大切だと思う。ポスターや広報を作っても全員が

ちゃんと見るわけではないので、機会をつくって言葉で伝えた方がいいのではないのかと思う。生

徒会は子どもの権利条例をみんなに知ってもらうためにどんな活動をしていけばいいですか？ 

「子どもの権利条例」について知っている人が少ないのが現状だと思った。今回、話し合った４

班のうちほとんどが条例について、「もっと知らせたい」という思いがあった。私の班でも、その

話題が取り上げられた。泉南市からは、条例の日に手紙を配布しているのに知らないのはなぜだろ

うと思った。私の班での結論は、「手紙を配布しても、受け手がしっかり受けないと伝わらない」

ということになりました。だから手紙を配布するだけでなく、もっと伝わりやすい方法で伝えたら

どうだろうと思った。 

今回、市民モニターとして、話し合いに参加できて勉強になりました。第 2 回も参加したいと思

います。 

子どもの権利に関する条例は一度、学校で少しやったようですが、僕も忘れてしまっていて、ま

だまだ知名度が低いなと思いました。この名前は聞いたことがあっても、内容までは知らないとい

う人もたくさんいました。これから、いつか生徒会活動として学校全体に広めていきたいです。 

 

先日、みんなで集まって、子どもと大人が意見を出し合う事はとてもいい機会だと思いました。

普段、ふつうに生活をしている上で、全く気にしていない事をたくさん学ぶことができました。も

し、前に集まったのが大人だけだったら、子どもと大人の意見がすれちがっていることに気付かな

かったと思います。私は、この活動をもう一度やりたいと思います。みんなで話し合って意見を出

し合って、泉南市をもっと良くしていきたいと思います。この前、私たちは「子どもの居場所」の

すれ違いについて話しました。しかし、子どもと大人のすれ違いはまだまだたくさんあると思いま

す。 

毎回、集まることで問題が一つでも解決されるのなら、何度も集まって話し合いをすればいいと

思います。そうやって、話し合いを重ねることで、泉南市は良くなっていくのではないかと私は思

います。私の意見がこの先、泉南市をよくするために必要ならば、私はもっと協力したいと思いま

す。今後もよろしくお願いします。 
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【おとな市民モニター】（年齢：30代から 80代） 

 

 

 

子どもに認められている条約の多さに驚いた。しかし、それも子どもだけでなく大人にも知って

もらい、実際に活用しないと意味がない。子どもだけが尊重されるのではなく、条約の下で子ども

も大人も協力しあえる環境が大切だと思った。 

意志はあるけど行動にできないという声も多かったので、学校でも権利について知ってもらいた

い。いろいろな人の考え方があって、とても勉強になった。 

 

実際、“子ども”である中学生の方とお話出来たのは大変、有意義であったと思います。しかし

ながら、そもそも条例の位置づけが、私自身、あまり良く分かっておらず、この条例違反を犯すと

どうなるのか（罰則等）、細かい事は正直、まだ良く分かりません。大変恥ずかしいことですが、

私の様に分かっていない大人も、また多いとは思います。意見交換の場でもあがっていましたが、

細かく説明してある物（広報、もしくはその番外編みたいな冊子にするとか）を目にする機会が、

もっとあれば良いのに…とは思いました。これを機に私も、我が子含め、もっと子ども達にとって

の人権についてしっかり考えていかないといけないと感じました。そう感じた事もまた、今回、参

加した収穫だと思います。 

中学生の自分の居場所の考えを聞いて、やっぱり子どもに聞かなくては分からないなぁ～と感じ

ました。小学生・高校生の思う居場所は、また違うのでは？とも思いますので、ぜひ聞いてみたい

と思います。私個人では、今回の話を聞いた上で、「不安のない、安心できる場所」が必要なので

は？と感じました。 

みなさんの意見でも多かった、「子どもの権利条例」を子どもたちは知っているのかな？と私も

痛切に感じました。Ｄグループで「権利」があるなら「義務」もあるかも!?という意見が出た時に、

そんな心配もあるんだなぁ～！でもそう思ってしまう気持ちもよくわかる!!と思っていたら、「『権

利』と『義務』は全然違うこと!『義務』を果たさなければ『権利』がないわけではない!!」という

ことを改めて聞き、子どもの権利条例を伝える時には、子どもたちが少しでも安心できるように、

「権利」と「義務」の話もぜひ伝えたいと感じました。 

このような意見交換のできる機会を設けてくださり、ありがとうございます。ぜひ泉南市で続い

ていってほしいです。 

 

 子どもの居場所について、「放課後の学校・塾・図書館・公民館・友達の家・公園・広場・海・

川・コンビニ・駄菓子屋・イオン」どれも条例第７条の内容にはそぐわないのが現状だと思います。

子どもの居場所に大人がいて、世代を超えた交流（宿題の手伝い、相談、無駄話でも可…）を通じ

て、おとなの居場所にもなる、そんな場所が校区に（できれば通学路に）あればと思います。 
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「子どもの権利条例」という言葉のみが一人歩きすることが無いように、一つ一つの項目を噛み

砕いて周知徹底し、行動を起こすのですが、その根底には、子どもを幸せにする為に、という絶対

的な深い愛情が伴っていなければ無意味だと思います。悲しいかな泉南市の子どもは他市に比べ、

自己肯定感がやや低いという調査結果が出ているそうです。それは何故なのか、原因はどこにある

のか、ではどうすればよいのかを大人も子どもも真剣に考えてみる必要があると思います。 

私も今までの活動の中で感じたこと、思い当たることもいくつかあります。子ども本人の問題で

はないのです。大人や周囲のエゴ、事情によって、こどもが本来持つ力を充分発揮出来ない、力を

伸ばせない環境は社会の損失です。その先は国の力を弱めることになります。子どもが持つ権利を

充分活用できる環境作りは大人の責務だと思いますが、単位が小さくなる程、例えば家庭において、

それが見失われがちになることがあります。それを周囲がしっかり見極め社会が支援しなければな

らない時代になっていることをひしひしと感じます。 

具体的に今、思い浮かぶことは例えば、子どもも大人も集まるあらゆる場所において、哲発、教

育、相談や話し合いなどを手掛かりに深く、遍く繰り返し時間をかけて浸透してゆくことです。家

庭での日常会話の中でも自然と子どもの権利が反映される状態になるまで。そして、どんな事があ

っても一人も犠牲者を出すまいという強い決意をもって。 

○多くの方々の率直な意見読み大変参考になりました。 

○「条例」そのものの理解が不十分であることが、大きな課題のように思います。学校、家庭、地

域、各種団体等で十分、哲発していく必要があるでしょう。意見の中にもありましたが、市の広

報にも欄を設けて記事をのせるようにしたら良いと思います。 

○理解を深めていくためには、具体的事例を挙げることも一つの方法のような気がします。「条例」

に反する内容、「条例」に合致している内容等。Ａ&Q 方式で明示するのも良いでしょう。 

○選挙権が与えられる年齢が低くなった現在、義務についても考える場が欲しいと思います。一人

一人の子どもを立派な大人に導くためには正しいことを教えることも大切です。「三つ叱って、

七つほめ、五つ教えて子は育つ」昔から云われている言葉ですが、これは現在の社会でも通用す

るように思います。 

○子ども達の日々の生活の様子を知る機会もなく、情報不足は否めません。したがって、モニター

会議で先ず子供たちのことばを沢山発表してもらいそれについて討議していくのも一つの進め

方かもわかりません。この方法は趣旨に反する方法かもしれませんが。 

○居場所の問題は、子どもが自己の存在感を意識しているかどうかの問題で、大人の社会でも経験

することでしょう。個性尊重の上からも、「自分はここにいなくてもよいのだ」という気持ちに

させてはいけないと思います。コミュニケーションを深めるための大切な事だと思います。 

○会の進め方の基本として、意見を述べることと同じように人の意見を謙虚に聞く姿勢がもっとほ

しい。意見を述べようとしても途中で「それは違うんです」のような言葉がありました。 
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今回、この様な会議に初めて参加させて頂きました。子どもの権利に関する条例の事は知ってい

ましたが、具体的な内容？は良く理解できておらず、会議で説明していただいたところ、大まかな

部分ではわかったような気がしますが、実際、子ども達、そしておとなの間では、知らない人が多

いと思います。せっかく未来ある子どものための条例ですので、もっと市民に広く哲発し、各々が

意識を高める事が大切かと思われます。 

その為にも今後ともモニター会議は続けて、子どもとおとなと一緒に話し合える場をつくり、ま

た学校でも人権研修の一つにぜひ、この条例の事を加えていただき、保護者や教職員にも哲発活動

に取り組んで欲しいと思います。 

 

 子どもの権利条例が漠然としていて難しかったので、少しだけ調べてみました。するといろいろ

なことが分かり、考えさせられました。今回、市民モニターに選ばれて会議に参加できて条例のこ

とを知る機会に恵まれてよかったです。認知度の低さが上げられていたので、今後より一層良い方

向へ、この条例が広がっていくことを願っています。 

いろいろな方に知っていただけるように、市民モニターもさまざまな方になっていただきたいと

思います。そうすることで大人が変われば子どもも変わると思います。本当に困っている子どもた

ちにとって救いになりますように、権利乱用で問題が出ませんようにと思います。 

条例について、子どもの素直な感想、思いを聞けたのが良かったと思う。市民に条例のことをも

っと知ってもらい。一人ひとりが子どもの意見を尊重しあえるようにするには、大人と子どもが意

見や思いを言う場が必要だと思った。 

隣の阪南市から、「泉南市は子ども権利条例」があって素敵ですねと言われ、（それまで条例がで

きたと言われても何も思わなかったけれど、）嬉しかった。 

今回は、このような条例がある事をはじめて知りました。いろんな世代の方と話しするこ 

これからはこの条例に目を向け、注目していきたとができ、貴重な体験となりました。いと思い

ます。 

 

 

 

 

 

道慶 倫巳 

今回は、このような条例があることをはじめて知りました。いろんな世代の方と話しするこ

とができ、貴重な体験となりました。 

これからはこの条例に目を向け注目していきたいと思います。 
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【第 1回会議を終えて】 
 

今回、子どもの権利に関する条例市民モニター会議を初めて開催するにあたり、市民モニターを公募

したところ、「子どもにやさしいまち」をめざすという条例の趣旨に関心のある市民が、積極的に応募し

ていただいたことを非常にうれしく思います。 

事務局としては、まだまだ条例を広めていかなければならない現状を再認識するとともに、「本市には

他市にはないすばらしい条例がある」「もっと条例を広めるには何をしたらいいのか」といった、市民モ

ニター自身の主体的な行動にまでつながるような意見も多くみられ、市民モニターを中心とした市民の

中に条例が根付く具体的な事業や施策の方向性を感じることができた実りのある会議であったと思いま

す。 

また、居場所づくりについて話し合った際、子どもたちとおとなが考える“居場所”にはズレがある

ことがわかりました。あらためて「子どもの意見表明と参加」を意識し、おとなは子どもたちの話をし

っかりと聞かなければならないと気づくことができました。 

今回いただいた条例の推進状況についての様々な意見をもとに権利条例委員会と連携して、本市条例

が市民の中に位置づき、子どもにやさしいまちとなるよう来年度の活動に活かしていきたいと思います。 

                 

泉南市子どもの権利に関する条例事務局（人権推進課） 
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第４次 泉南市子どもの権利条例委員会開催の概要 

 

 

回 日 会 場 内 容 

1 

 

平成 28 年 8 月 3 日(水) 

10 時～12 時 

 

泉南市人権 

ふれあい 

センター  

 

（１）第 3 次報告書を踏まえた平成 27 年度の 

検証について報告 

（２）子ども・子育て支援事業計画について 

報告 

（３）泉南市の子どもたちの現状について審議 

 

2 

 

平成 28 年 9 月 16 日(金) 

10 時～12 時 

 

泉南市人権 

ふれあい 

センター  

 

 

（１） 第 3 次報告書を踏まえた平成 27 年度の

検証について報告 

（２）市民モニター制度の活動について報告 

（３）第 4 次市長報告内容について審議 

 

3 

 

平成 28 年 10 月 22 日(土)  

10 時～12 時 

 

泉南市人権 

ふれあい 

センター  

  

 

（１）キッズカフェ講座について報告 

（２）第 4 次市長報告について審議 

（３）子ども白書づくりに関する委員所見に 

ついて審議 

 

4 

 

平成 28 年 11 月 7 日(月) 

14 時～16 時 

 

泉南市人権 

ふれあい 

センター 

  

 

（１）子どもの権利条例に基づく事業等の実施 

状況について報告 

（２）第 4 次市長報告について審議 

（３）「子どもにやさしいまち」の建設と検証の

ための白書づくりについて審議 

 

5 

 

平成 28 年 11 月 14 日(月) 

14 時～16 時 

 

泉南市役所 

市長室 

 

（１） 第 4 次市長報告打合せ 

（２） 第 4 次市長報告 
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泉南市子どもの権利条例委員会委員名簿 

平成 28 年 11 月 14 日現在 

 

 

吉永 省三 千里金蘭大学生活科学部児童学科教授 

田中 文子 公益社団法人 子ども情報研究センター理事 

浜田 進士 子どもの権利条約総合研究所関西事務所長 

青木 桃子 
元泉南市子どもの権利に関する条例案検討委員会 

委員 

前田 百合子 
元泉南市子どもの権利に関する条例案検討委員会 

委員 

 

 

 

 


